
 

２０２４年度 

京都大学経営管理教育部 特別短縮制度（通称：+ＭＢＡ）申請要項 
 

本教育部における特別短縮制度（通称：+MBA）は、京都大学大学院在籍中で当該大学院修了後に本教育部

への入学を前提とし、本教育部の科目を履修し付与された単位によって２年次進級要件を満たした場合、最

短１年で本教育部を修了することを目指す制度です。本教育部への入学には別途入学選考を受験する必要が

あります。選考は、志望動機等を記入する学修計画書の審査及び面接等によって行います。 

 

１．募集人員 

 若干名 
 
２．出願資格 

 ２０２４年４月１日現在、京都大学大学院在学中の者（入学予定者含む） 
 
３．出願手続 
 出願手続きは全て「京都大学WEB出願システム」で行います。出願期間内にシステム上で、出願登録、出願書

類の提出（アップロード）を完了させてください。 

 

（１）出願期間 

２０２４年１月２９日（月）午前０時～２月２日（金）午後５時まで 

 

（２）出願登録（WEB出願登録） 

出願には、「京都大学WEB出願システム」での出願登録が必要です。 

※出願登録は、上記出願期間内でしか行えませんのでご注意ください。 
 

京都大学WEB出願システム 

https://kjs.gakusei.kyoto-u.ac.jp/plus_mba2024 
 
（３）入学検定料  

不要（ただし、本教育部への入学選考を受験する際には必要となります。） 
 
（４）出願書類 

全ての出願書類を「京都大学 WEB 出願システム」上にアップロードし、提出してください。こちら

からの指示がない限り、郵便での提出は不要です。 
 
1. アップロードするファイル形式は原則PDF 形式（証明写真等一部を除く）に限ります。全ての文字

や写真が鮮明に表示されていることを確認してください。 
2. 証明書、スコアはスキャンしたものをPDF形式に変換しアップロードしてください。 
3. 不鮮明なものがあった場合は、再提出を求めます。 

 

1. 学修計画書 【所定用紙】 

2. 大学院の在学証明書 【継続者は不要】現在、本学大学院に在学中の者のみ 

3. 合格通知書の写し ２０２４年４月に本学大学院に入学予定の者のみ 

4. 在留カード（両面） 
海外在住者の場合はパスポート  

【外国人出願者のみ】 
日本国内在住者は在留カード券面（両面）、海外在住者はパスポート 

（氏名、国籍、写真、生年月日の記載されたページ） 

https://kjs.gakusei.kyoto-u.ac.jp/plus_mba2024


 
（５）受験票について 

受験票は、「京都大学WEB出願システム」からダウンロードしてください。 
 

ダウンロード期間 ： ２０２４年２月７日（水）午前９時～２月１６日（木）午後５時まで 

 

４．選抜の方法 

書類審査及び面接試験 

面接試験日  ２０２４年２月１７日（土） 
面接実施場所 京都大学経営管理教育部 

 

５．合格者発表 
合格発表は、京都大学WEB出願システムで行います。 

発表日時 ２０２４年３月８日（金）午後３時 

 
６．合格後の手続等 

合格者は別途履修登録手続きをする必要があります。履修登録方法は２０２４年３月に通知します。 
 
７．単位について 

（１） 履修した授業科目の試験に合格した場合は、単位を認定します。認定された単位は、本教育部に入学

後、２０単位を上限として既修得単位として認定します。（ただし、修得後５年以上経過した単位に

ついては、認定しない場合もあります。） 

（２） ２年次進級要件は、本教育部が指定する基礎科目５科目１０単位以上、基礎科目と専門科目を合計 

して１６単位以上修得、の両方を満たすことです。 

 

８．在学期間 

（１） 在学期間は１年とします。（４月１日～翌年３月３１日） 

（２） 在学期間の延長は、願い出により１年毎の延長を許可することがあります。延長を願い出る場合は

「３．出願手続」に準じて出願してください。 

 
９．個人情報の取り扱いについて 

次のことについて、予めご了承ください。 
（１） 個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「京都大学

における個人情報の保護に関する規程」に基づいて取り扱います。 

（２） 出願に当たってお知らせいただいた氏名、住所及びその他の個人情報については、①入学者選抜（出

願処理、選抜実施）、②合格発表、③入学手続業務を行うために利用します。 

（３） 出願に当たってお知らせいただいた個人情報は、入学者のみ、①教務関係（学籍、修学指導、教育

課程の改善）②授業料徴収に関する業務を行うために利用します。 

 
１０．その他 

（１） 申請書類等の氏名は通称・略字などを使用せず必ず戸籍簿（外国人留学生は在留カード）どおりに

記入してください。 
（２） この制度を利用したからといって、本教育部への入学を義務付けるものではありません。 
（３） 原則として吉田キャンパスで行われる対面講義を受講いただく必要があります。 
（４） ご不明な点がありましたら下記へ照会してください。 
（５） ２０２５（令和７）年度入学者より、本教育部では現在のプログラムを発展・再編した形の新プロ

グラムを適用する予定にしております。 
２０２５（令和７）年度以降の入学者を対象にした入試においては 
・観光経営科学コース 
・国際プログラム群のうち、i-PMプログラム 
について、募集を行いませんのでご注意ください。なお、 
・新プログラムの概要 



・２０２５（令和７）年度以降入学者向けの入試の詳細 
につきましては、詳細は本教育部Webサイトにて公表します。 

 
 

【問い合わせ先・申込先】 
京都大学経営管理大学院掛 

〒606-8501 京都市左京区吉田本町 
電話 075-753-3410 

お問い合わせフォーム（入試関係）：https://www.gsm.kyoto-u.ac.jp/contact/entrance/ 


